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新
成
人
の
み
な
さ
ん
の
前
途
を

祝
し
て
成
人
式
を
行
い
ま
す
。

　

10
月
25
日
現
在
で
町
内
に
住
民

票
の
あ
る
人
に
は
案
内
を
送
付
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
以
降
に
転
入
し

た
人
や
、
町
内
に
住
民
票
の
な
い

人（
田
布
施
町
出
身
者
）で
町
の
成

人
式
に
出
席
を
希
望
す
る
人
は
、

次
の
連
絡
事
項
を
社
会
教
育
課
に

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

◇
連
絡
事
項

　

新
成
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、

住
所
、
世
帯
主
名
、
電
話
番
号

◇
受
付
期
限　

11
月
30
日（
木
）

※
成
人
式
対
象
者　

平
成
９
年
４

月
２
日
～
平
成
10
年
４
月
１
日

に
生
ま
れ
た
人

◎
平
成
30
年
１
月
３
日（
水
）

午
後
１
時
～

◎
西
田
布
施
公
民
館

田
布
施
町
成
人
式

問
社
会
教
育
課　

☎
52
‐
５
８
１
３

田
布
施
町
成
人
式

◇変更点
　就学援助は、これまで『新入学児童生徒学用品
費』を７月に支給していましたが、入学前の３
月に支給できるようになりました。なお、平成
30 年度就学援助（７月支給）については、別
途広報でお知らせします。
※詳細はお問い合わせください。

田布施町就学援助の一部を入学前に支給します 問学校教育課
　☎ 52-5812

平成 30 年度に小・中学校に入学されるお子さんがいる家庭に対し、 経済的に支援の必要な保護者に
支給する『田布施町就学援助』の一部を、入学前に支給することが可能になりました。

◇申請対象者（以下２点に該当する人）
・平成 30年 3月 1日現在で田布施町内に住所を
有する人
・平成 30年 4月から小・中学校の新 1年生とな
る児童・生徒
※申請後、平成 29 年度市町村民税（所得割額）
で判定を行います。

◇申請場所
　学校教育課（田布施町教育委員会）窓口
◇申請期間　平成 29 年 12 月１日（金）～平成
30年１月 31日（水）

◇持参物　印鑑
◇支給日　平成 30年 3月中旬（予定）

田布施町人権教育推進大会
　人権意識の高揚と人権感覚の醸成を図り、一人ひとりが大切にされるまちづくりを推進
するため、人権教育推進大会を開催します。ぜひご参加ください。

問社会教育課　☎ 52-5813 
　町民福祉課　☎ 52-5810

◇日時
　11月 25日（土）午後１時 30分～
◇場所
　西田布施公民館
◇内容
　①小・中学生優秀作品の表彰および発表（作文・詩・啓発標語）
　②記念講演　演題　『アフリカ人から見た日本』～ウガンダを例に～
　語学学校・国際交流サロン代表　センクンバ・ジェイコブ　先生

◇主催　田布施町・田布施町教育委員会・田布施町人権教育推進協議会


